
報道資料 

令和８年（２０２６年）１月２３日 

 

懲 戒 処 分 に つ い て 

 

１ 被 処 分 者 熊本市立高等学校教諭 （男性・５５歳） 

 

２ 処 分 内 容 減給１０分の１（２月） 

 

３ 処 分 事 由 地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）、第２号（職務上の義務違

反又は職務怠慢）及び第３号（一般非行） 

 

４ 処分発令日 令和８年（２０２６年）１月２３日 

 

５ 事実の概要 ・被処分者は、令和７年度（２０２５年度）１学期、自らが顧問を務める

勤務校の部活動（以下単に「部活動」という。）の指導の際、特定の生徒

（以下「本件生徒」という。）に対し、「殴らんと分からんとか。」「自分

で考えとるや。脳みそついとるとや。」と言い、精神的苦痛を与え、部活

動を退部するに至らしめた。 

・被処分者のこの発言は、令和７年（２０２５年）１１月１９日開催の令

和７年度（２０２５年度）第６回熊本市体罰等審議会（以下「審議会」と

いう。）においても、「暴言等」に認定されている。 

・被処分者は、令和７年度（２０２５年度）１学期、この発言前に、次の

(1)から(5)までの行為を行った。 

 (1) 練習試合の合間に助言を受けに来た、本件生徒を含む部活動の部員

７名に対し、「目障り」という言葉を使って指導した。 

(2) 練習試合を終えて勤務校に戻って部活動の部員全員に話をしてい

る際、本件生徒に「頭大丈夫や」という言葉を使って指導した。 

(3) 部活動の際、被処分者に個別の指導を申し入れた本件生徒に「ずる

いでしょう。」と言い、その申入れに応じなかった。 

(4) 本件生徒に部活動の練習試合に出さないことを伝える際、「時間と

金の無駄」という言葉を使った。 

(5) 部活動の指導の際、本件生徒に「ひゃーたれ」「ぼんくら」という言

葉を使った。 

・被処分者の上記(1)から(5)までの行為は、審議会においても、「改善を要

する行為」に認定されている。 

 

６ 関係者の処分 無し 

 



 

【参考】懲戒処分の指針（抜粋） 

第２ 標準例 

２ 体罰等 

(4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒等に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を

与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 

 

問合せ先 
熊本市教育委員会事務局教職員課 
ＴＥＬ：０９６-３２８-２７２０ 
課 長：上村 清敬 


